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桜の盛りも過ぎ、葉桜の季節を迎えましたが、お変わりなくお過ごしでしょうか。
さて、弊社では損害保険(自動車・火災など)と生命保険(死亡・医療・がんなど)をお取
り扱いさせて頂いておりますが、個人様だけでなく、法人様からのご契約も多く頂いて
おります。 特に生命保険分野の法人保険は、退職金の積立や社員の福利厚生を目的とさ
れる他にも、これからの社会問題となる事業承継において、次のような特徴があります。
①代表者死亡の事業承継後に起こる売上の低迷や運転資金不足などを解決
②保険料の損金算入で自社株の評価額を下げ、後継者の納税負担を軽減
③親族内承継の場合の相続税、贈与税の納税資金を調達
④遺留分侵害のトラブルを解決

このように、法人の生命保険は、経営者様が⾧年情熱と愛情を注ぎ育まれてきた会社、
後継者様、社員様に対する「想い」を叶える為の重要な存在となります。
法人保険は、創業３５年の池松コンサルティングにお任せください。
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前号にてiDeCo(個人型確定拠出年金)と、つみたてNISA(小額投資非課税制度)について基本的なし
くみと違いについてお知らせいましたが、2024年よりNISAが新しい制度に変わります。
現在の制度と比べて、どのようにかわるのかご紹介させて頂きます。

2024年から始まる新NISA制度

現在の制度と新しい制度の違い

舞鶴公園のライトアップされた夜桜

成⾧投資枠とは、現行の一般NISAの役割を引き継ぎ、上場株式などに幅広く投資ができるものです。
ただし、上場廃止のおそれがある管理銘柄や上場廃止が決まっている整理銘柄、高レバレッジ型や毎月配分型の
投資信託などは除外されます。
2023年末までに現行の一般NISA,つみたてNISA制度において投資した商品は、「新NISA」制度の外枠で、
現行制度における非課税措置を適用。※現行制度のNISAから「新NISA」へのロールオーバーは不可となります。



自動車保険の事故受付はこちらです
損保ジャパン 0120-256-110
日新火災 0120-25-7474

2023年度 社会保障制度の変更点
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出産にかかる費用が年々増加していることから、
経済的な負担を軽減しようと、これまでの原則
42万円から50万円に引き上げられます。
８万円の引き上げは、制度が創設された平成6年
以降、最大となります。

67歳以下は2.2％、68歳以上は1.9％それぞれ増えます。具体的
には、自営業者らが受け取る国民年金は、67歳以下の満額で、月
額6万6250円と1434円増えるほか、68歳以上は月額6万6050円
と、1234円引き上げられます。
また厚生年金は、いずれも67歳以下の会社員だった夫と専業主婦
のモデル世帯では、月額22万4482円と4889円増えます。

名越です。新年度になり、次のように社会保険制度が変わります。

①出産育児一時金50万円に

②年金支給額３年ぶり引き上げ

佐藤です。
新年度を迎え、新たなスタートをきった方も多いと思います。それに関連した
この時期の自動車保険の注意点につてお知らせいたします。
☆ 免許を取られたお子さんやお孫さんが、ご家族所有の自動車を運転するようになっていませんか?
☆ 進学や就職、転勤などでお引越しされ、ご住所が変更になっていませんか?
☆ 新しくお車が増えたり、買い替えはございませんか?

自動車保険は、年齢条件や運転者限定を付けることで保険料を抑えることが出来ます。しかし、お車
の利用状況の変化に合わせてその条件を見直さないと、いざ事故が起こ
った時に、保険の補償対象とならない場合が出てきてしまいます。そう
ならないためにも、ご家族に何か変化がある際には、事前に弊社までご
連絡くださるようお願いいたします。
また、弊社には、事故現場にALSOKの対応員が駆けつけて、安全確保、
救急車の手配等をしてくれる安心サポート付きの商品もあります!
ぜひお気軽にご相談ください。

補償内容、大丈夫⁈

③マイナ保険証に向けた取り組み

今の健康保険証を来年の秋に廃止し、マイナンバーカードと一体化させるのに
向けた取り組みも始まります。マイナンバーカードに対応した医療機関で従来
の保険証を利用すると、患者の窓口負担が加算されることになり、窓口負担が
3割の場合は、初診で6円、再診も月1回に限って6円が上乗せされます。

この他、従業員が1000名を超える企業が、年に１回男性の育児休暇休業の取得率を公表すること
の義務付けが始まり、決済アプリを使った賃金のデジタル払いが可能になりました。


